






 

 

「利息計算期間」とは、2024年11月４日の翌日からその次の

支払期日までの期間および償還期日に終了する連続する各期

間をいう。

ただし、支払期日が銀行休業日にあたるときは、その翌銀行

営業日にこれを繰り下げる(かかる修正により、その繰り下

げた支払期日が翌月に入るときは、直前の銀行営業日にこれ

を繰り上げる。)。

(4) 償還期日後は本社債には利息をつけない。

２　各利息計算期間の適用利率の決定

(1)





















 

 

「利息計算期間」とは、2026年11月４日の翌日からその次の

支払期日までの期間および償還期日に終了する連続する各期

間をいう。

ただし、支払期日が銀行休業日にあたるときは、その翌銀行

営業日にこれを繰り下げる(かかる修正により、その繰り下









 

 

⑧ 当社は、本号の規定に従い代替参照レートを決定した場合

(本号⑥の規定に従い新たな代替参照レートを決定した場

合を含む。)、その旨および本社債の社債要項に定める規

定の変更内容を、別記「(注) ７　公告の方法」に定める

公告またはその他の方法により、当社が代替参照レートを













 

 

「利息計算期間」とは、2031年11月４日の翌日からその次の

支払期日までの期間および償還期日に終了する連続する各期

間をいう。















 

12　追加発行

当社は、随時、本社債の社債権者の同意なしに、本社債と初回利払日ないし払込金額を除く全ての点におい

て同じ内容の要項を有し、本社債と同一の種類の社債となる社債(以下「追加社債」という。)を追加発行す

ることができる。追加社債の払込期日以降、本社債の社債要項に関する各規定は、当該追加社債にも及ぶも

のとする。
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７ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

EDINET提出書類

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ(E03606)

発行登録追補書類（株券､社債券等）

33/39













 

なお、三菱ＵＦＪ銀行は、2017年11月に、同行の米国内支店・代理店の銀行免許の監督機関を州当局から連邦当局
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